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第１章  総則 

（目的） 

第１条  この要綱は、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）の施行に伴い増加

する利用者負担を緩和するため、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人その他市長の認める

法人（以下「社会福祉法人等」という。）が利用者負担額の軽減（以下「軽減」という。）をした

場合における当該軽減を実施した社会福祉法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービス

の効果的な利用促進を図ることを目的とする。 

第２章  利用者負担額の軽減 

（軽減対象サービス） 

第２条  軽減の対象となる介護サービス等（以下「軽減対象サービス」という。）は、社会福祉法人

等が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間

対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入

所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第１号訪

問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第１号通所事業のうち介護予防通所介護に相当



する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。）とする。 

（軽減の対象者） 

第３条  軽減の対象者は、軽減対象サービスを利用する者のうち次に掲げる者とする。  

(1) 市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金者 

(2) 軽減されなければ次号に掲げる被保護者となる者 

(3) 生活保護法（昭和25年法律第 144 号）第６条第１項に規定する被保護者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が特に生計が困難であると認めた者 

（軽減の対象） 

第４条  軽減を受けることができる利用者負担額は、軽減対象サービスを利用した場合における介護

費用、食費に係る負担額及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年

厚生労働省令第39号）又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11

年厚生労働省令第37号）に規定する小規模生活単位型指定介護老人福祉施設及び一部小規模生活単

位型指定介護老人福祉施設並びに小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所及び一部小規模生

活単位型指定短期入所生活介護事業所においてユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用

（以下「居住費」という。）とする。 

２  前項の規定にかかわらず、前条第３号に規定する者については、個室の居住費に係る利用者負担

額のみを軽減の対象とする。 

３  第１項の規定にかかわらず、介護保険法施行法（平成９年法律第 124 号）第13条の規定に基づく

特別養護老人ホームの旧措置入所者で、利用者負担割合が５％以下の者については、ユニット型個

室の居住費に係る利用者負担額のみを軽減の対象とする。  

（軽減の額） 

第５条  軽減を受けることができる額は、第３条第１号及び第２号により軽減を受ける者は前条に規

定する利用者負担額の２分の１の額とし、その他の者は４分の１の額とする。  

２  前項の規定にかかわらず、第３条第３号により軽減を受ける者については、利用者負担額の全額

とする。 

（軽減の申請） 

第６条  軽減対象サービスの利用者負担額の軽減を受けようとする者は、郡山市介護保険社会福祉法

人等利用者負担軽減対象確認申請書（第１号様式）を市長に提出し、確認を受けなければならない。 

（軽減の決定） 

第７条  市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該軽減に係る可否の決定を行う

ものとする。 

２  市長は、前項の規定により利用者負担額の軽減の可否を決定したときは、郡山市介護保険社会福

祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書（第２号様式）により当該申請をした者に通知するものと

する。この場合において、当該決定が軽減を認める決定であるときは、当該通知と併せて社会福祉

法人等利用者負担軽減確認証（第３号様式。以下「確認証」という。）を交付するものとする。 

（確認証の有効期限等） 

第８条  確認証の有効期間は、申請書を受理した日（以下「受理日」という。）の属する月の初日か

ら受理日後最初に到来する７月31日までとする。  

２  確認証の有効期限後引き続き確認証の交付を受けようとする者は、有効期限の３週間前までに、



第６条の申請を行わなければならない。 

３  確認証の交付を受けた者は、軽減の対象者に該当しなくなったときは、速やかに当該確認証を市

長に返還しなければならない。 

（確認証の再交付） 

第９条  確認証の交付を受けた者が確認証を破損し、又は亡失したときは、市長に社会福祉法人等利

用者負担軽減確認証再交付申請書（第４号様式）により申請し、確認証の再交付を受けることがで

きる。 

第３章  社会福祉法人等への助成 

（助成の対象者） 

第10条  この要綱による助成の対象者は、軽減対象サービスについて利用者負担額の軽減を行う社会

福祉法人等とする。 

（助成の額） 

第11条  社会福祉法人等が前条の軽減を行った場合の助成する額は、次項から第３項までの規定によ

り算出した額を合算した額とする。 

２  社会福祉法人等が事業所に係る利用者の利用者負担額を軽減した場合については、当該事業所に

係る軽減をした総額から、この要綱による軽減をしなかったとした場合の次に掲げる費用に係る利

用者負担収入（当該事業所に係るものに限る。）の１％に相当する額を減じて得た額の２分の１の

額を助成する額とする。  

(1)  次に掲げる軽減対象サービスを利用した場合における介護費用 

ア 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）に

より算定した訪問介護費、通所介護費又は短期入所生活介護費 

イ 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）

により算定した介護福祉施設サービス費 

ウ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第

127 号）により算定した介護予防短期入所生活介護費 

エ 指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（平成18年厚生労働省告示第 126

号）により算定した定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、小規模多機能型居宅介護費、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護

費、認知症対応型通所介護費又は複合型サービス費 

オ 指定地域密着型介護予防サービス費に要する費用の額に関する基準（平成18年厚生労働省

告示第 128 号）により算定した介護予防認知症対応型通所介護費 

カ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成26年法律第83号）第５条の規定による改正前の法（以下「平成26年改正前法」とい

う。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は同条第７項に規定する介護予防通

所介護に係る平成26年改正前法第53条第２項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の

例により算定した第１号訪問事業費又は第１号通所事業費 

(2)  居住費  

(3)  食費  

３  指定介護老人福祉施設を設置する社会福祉法人等が軽減をした場合において、当該施設における



介護福祉施設サービスに係る軽減をした額が、この要綱による軽減をしなかった場合の利用者負担

収入（当該施設に係るものに限る。）の10％に相当する額を超えた場合の助成する額は、当該超え

た部分に相当する額の全額とする。  

（軽減実施の申し出等）  

第12条  第３条に規定する対象者に対しこの要綱に基づき利用者負担額の軽減を行う社会福祉法人等

は、あらかじめ市長に郡山市介護保険社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書（第５号様式）

を提出するものとする。  

（助成の申請）  

第13条 利用者負担額の軽減を行った社会福祉法人等は、４月分から９月分までにあっては当該年度

の10月末日、10月分から翌年３月分までにあっては当該年度の３月末日までに郡山市介護保険の社

会福祉法人等利用者負担軽減に係る助成金申請書（第６号様式）に実績報告書（第７号様式）を添

えて市長に助成の申請をするものとする。この場合において、当該報告書に係る収支決算書その他

市長が必要と認めて指示する書類を添付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、４月分から翌年３月分までを一括して申請

することができる。 

（助成の条件） 

第14条  社会福祉法人等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整えるとともに、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

第４章  雑則  

（他要綱との適用関係）  

第15条  第３条の規定に基づき、利用者負担額の軽減の対象となる者が、郡山市介護保険の特別対策

に係る障害者訪問介護利用料助成要綱（平成12年３月24日制定。以下「訪問介護利用料助成要綱」

という。）の規定に基づく訪問介護の利用者負担額の減額の対象となる場合は、訪問介護利用料助

成要綱の規定に基づく利用者負担額の減額後、この要綱の規定による軽減を行うものとする。  

２  法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに

法第51条の２に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の２に規定する高額医療合算介

護予防サービス費は、この要綱の規定による軽減を行った後適用するものとする。  

３  法51条の３に規定する特定入所者介護サービス費（以下特定入所者介護サービス費という。）及

び法61条の３に規定する特定入所者介護予防サービス費（以下特定入所者介護予防サービス費とい

う。）との適用関係については、特定入所者サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給

後の利用者負担額について、この要綱の規定による軽減を行うものとする。 

 （社会福祉法人等による自主的な軽減実施） 

第16条 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である社会福祉法人等については、第11

条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することを妨げない。この場合において、助

成措置以外の実施方法は、本要綱の規定に基づくものとする。 

 （委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則  



１  この要綱は、平成12年５月１日から施行する。 

２  受理日が平成12年５月及び６月に係る確認証の有効期間は、第８条の規定にかかわらず当該受

理日の属する日の初日から平成13年６月30日までとする。 

３  平成18年７月１日から平成20年６月30日までの間、平成18年６月１日現在において、法第51条

の２第２項第一号及び第61条の２第２項第一号に規定する食費の負担限度額を定める件（平成17

年厚生労働省告示第 413 号）に規定する表一、二、及び三並びに法第51条の２第２項第二号に規

定する居住費の負担限度額及び同法第61条の２第２項第二号に規定する滞在費の負担限度額を定

める件（平成17年厚生労働省告示第 414 号）に規定する表一に該当する者のうち、地方税法等の

一部を改正する法律（平成17年法律第５号）第６条に規定する市町村民税に関する経過措置対象

者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次に掲げる全ての要件を満たす

者は、第３条の規定にかかわらず軽減の対象とする。ただし、軽減の額は第５条の規定にかかわ

らず第４条に規定する利用者負担額の１／８とする。  

(1)  軽減を受けようとする者及びその世帯員の年間収入が単身世帯で 1,900,000 円、世帯員が１

人増えるごとに 500,000 円を加算した額以下であること 

(2)  軽減を受けようとする者及びその世帯員の預貯金、有価証券及び債券等の額が単身世帯で

3,500,000 円、世帯員が１人増えるごとに 1,000,000 円を加算した額以下であること  

(3)  軽減を受けようとする者及びその世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産がな

いと市長が認める者であること  

(4)  軽減を受けようとする者が負担能力のある親族等に扶養されていないこと  

(5)  軽減を受けようとする者が介護保険料を滞納していないこと  

４  平成25年８月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止

時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支給により居住費の

利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者については、第５条の規定にかか

わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、４分の１（老齢福祉年金受給

者は２分の１）を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。  

５  平成26年４月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止

時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支給により居住費の

利用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者については、第５条の規定にかか

わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、４分の１（老齢福祉年金受給

者は２分の１）を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。 

６ 平成27年 4 月 1 日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時

点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支給により居住費の利

用者負担がなかった者のうち、引き続き第３条に該当する者については、第５条の規定にかかわ

らず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、４分の１（老齢福祉年金受給者

は２分の１）を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。 

７ 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出

た社会福祉法人については、第11条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施すること

ができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法は、本要綱の規定に基づくも

のとする。 



附  則  

この要綱は、平成13年１月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成13年12月13日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成15年６月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成17年10月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成21年９月１日から施行する。  

附  則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成25年９月20日から施行し、平成25年８月１日から適用する。 

附  則  

この要綱は、平成26年４月23日から施行し、平成26年４月 1 日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成27年６月20日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様

式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現に改正前の規定に基づき作成されている用紙は、所要の調整をして使用す

ることができる。 

  附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成31年２月13日から施行する。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和 2 年 7 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調

整をして使用することができる。 

 



 



第２号様式（第７条関係） 

 

 住 所  

 

氏 名 

  

                          郡山市長           ㊞ 

 

       郡山市介護保険社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

 

 さきに申請のありました、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請については、下記のとおり

決定しましたので通知します。 

 

被保険者氏名  

被保険者番号  

 

決定年月日   年  月  日 

決定事項 

 

承  

認  

す  

る  

 

 

 適用年月日       年  月  日 

 有効期限        年  月  日 

 確認番号     

承  

認  

し  

な  

い  

 理由 

 

問合せ先 郡山市保健福祉部介護保険課 

住  所 郡山市朝日一丁目２３番７号 

電話番号 ０２４－９２４－３０２１ 

                            

    
 審査請求関する教示 裏面 



（教示） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、福島県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが

できません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、郡山市を被告として（訴訟において郡山市を代表する者は市長となります。）、提起す

ることができます。 

なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

(1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし、１又は２の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過し

た場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日か

ら起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、

正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から

起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。 

   

   福島県介護保険審査会 

       住  所 〒962-0834 須賀川市旭町 153 番地１ 

                  福島県県中保健福祉事務所内 

       電話番号 ０２４８－７５－７８０８  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３号様式（第７条関係） 

                   （表 面） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏 面） 

 

注  意  事  項  

 

１  次 の サ ー ビ ス を 受 け る と き は 、 必 ず 事 前 に 、 こ の

確 認 証 を 事 業 者 に 提 出 し て く だ さ い 。 

  対 象 と な る サ ー ビ ス （ 訪 問 介 護 、 通 所 介 護 、 短 期

入 所 生 活 介 護 、 小 規 模 多 機 能 居 宅 介 護 、 介 護 福 祉 施

設 サ ー ビ ス ） 

２  こ の 認 定 証 は 、 郡 山 市 に 申 し 出 が あ っ た 事 業 者 の

み 有 効 で す 。 

３  こ の 認 定 証 に よ り 訪 問 介 護 サ ー ビ ス 等 を 利 用 し た

場 合 、 本 人 負 担 分 か ら 、 前 面 に 記 載 さ れ て い る 軽 減

率 に よ り 軽 減 さ れ ま す 。 

４  被 保 険 者 の 資 格 が な く な っ た と き 又 は 減 額 認 定 の

要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 若 し く は 減 額 の 認 定 証

の 有 効 期 限 を 経 過 し た と き は 、 遅 滞 な く こ の 証 を 郡

山 市 に 返 し て く だ さ い 。 ま た 、 転 出 の 届 け 出 を す る

際 に は 、 こ の 証 を 添 え て く だ さ い 。 

５  こ の 証 の 表 面 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は ､

14 日 以 内 に こ の 証 を 添 え て 、 郡 山 市 に そ の 旨 を 届 け

出 て く だ さ い 。 

６  不 正 に こ の 証 を 使 用 し た 者 は 、 刑 法 に よ り 詐 欺 罪

と し て 懲 役 の 処 分 を 受 け ま す 。  

 

 社 会 福 祉 法 人 等 利 用 者 負 担 軽 減 確 認 証 

 （社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

交 付 年 月 日   年   月   日  

確 認 番 号   

 

受

給

者  

住  所   

フ リ ガ ナ  

氏  名   

生 年 月 日       年   月   日  

介 護 保 険 被    

保 険 者 番 号  

 

適 用 年 月 日           年   月   日 

有 効 期 限     年   月   日 

減 額 割 合   

  

発 行 機 関 名  

 及 び 印  

 

0  7  2  0  3  3  

  

 印  

郡 山 市 朝 日 一 丁 目 23 番 7 号 

         郡 山 市   



第４号様式（第９条関係） 

 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書 

 

                                    年  月  日 

 郡 山 市 長  

 

 

               申請人  住 所 

                    氏 名  

 

 

 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を破損・亡失したので再交付申請いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被

保

険

者 

フリガナ 

 

氏 名 

 
確 認 番 号  

 

被保険者番号  

生年月日      明・大・昭  年 月 日 電話番号 

 （   ） 

住 所 〒  -  

破損・亡失 

年月日 
  破損 ・ 亡失     年   月   日 



第５号様式（第12条関係） 

郡山市介護保険社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置） 

 

  年  月  日 

 郡 山 市 長 

 

                    所在地 

                    申請者 

                    名 称                  ㊞ 

 

 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を下記により実施するので申し出ます。 

                     記 

 
 

 

申 
 

 

請 
 

 

者 

フリガナ 

名     称 

 

 

 

主たる事務所の 

所  在  地 

（郵便番号   ―   ） 

 

連  絡  先 電話番号  ＦＡＸ番号  

 

代表者の職・氏名 

 

 

職  名 

 
フリガナ 

氏   名 

 

代表者の住所  
（郵便番号   ―   ） 

 
 

軽

減

実

施

予
定

事

業

所

の
状

況

 
事業所の名称  所    在    地 実施事業の種類 

   

   

   

   

   

   

   



第６号様式（第13条関係） 

 

郡山市介護保険の社会福祉法人等利用者負担軽減に係る助成金申請書 

 

  年  月  日 

 

 郡 山 市 長 

 

所 在 地 

名 称 

代表者名                 ㊞ 

 

 下記のとおり介護サービスの利用者負担の減額を実施しましたので、郡山市介護保険の特別対策に

係る社会福祉法人等利用料軽減助成要綱第13条の規定に基づき申請します。 

 

                      記 

 

１ 利用者負担の軽減措置の実施期間 

      年  月  日 ～     年  月  日 

 

２ 利用者負担の減額の状況 

   

介護サービス名 
減 額 措 置 

人   数 

本来受領すべき 

利 用 者 負 担 額  
減額した額 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第13条関係） 

実 績 報 告 書 

 

介護サービス名：                             年  月分 
 

利用者負担 

減額者氏名 

被保険者 

番  号 
利用延回数 

本来徴収すべき 

利用者負担額  

減 額 し た  

利用者負担額 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注：１ １ヶ月ごとに記載してください。 

  ２ 事業所ごとに別様に記載してください。 


